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１　【図 1】のケースでは、セットバックして道路に提供した部分は、私道となるた

め宅地部分とは分けて評価します。私道であっても通り抜けできるなど、不特定多

数の者の通行の用に供されているときは、その私道部分は評価しません。しかし、

通り抜けが出来ない特定の者にのみ利用される私道は、その私道を私道でないとし

て評価した価格の 30％ で評価します。セットバック済の土地の部分についても、

不特定多数の者の通行の用に供されていない場合は、私道でないとして評価した価

格の 30％で評価することとなります。

２　【図 2】のケースでは、引き続き農地で利用する予定であっても、セットバック

部分について減額して評価します。セットバック部分があることを考慮して宅地と

しての価格を算出し、その宅地としての価格から農地を宅地化するための造成費を

控除して価格を求めます。今後農地としての利用が続くとしても、評価上は建物の

敷地である宅地としての利用を前提とした価格を基準に評価を行いますので、セッ

トバック部分についても減額して評価します。

なお、通常、農地等を宅地に造成して建物等を建築する場合は、セットバック部

分も宅地に造成する者が造成費を負担して宅地化します。その後、セットバックが

必要な部分については道路として提供することになりますので、セットバックに対

応する地積についても、宅地造成費は全額控除することになります。

〔参考通達〕

○財産評価基本通達（昭和 39年 4月 25日直資 56・直審（資）17）

（私道の用に供されている宅地の評価）

24　私道の用に供されている宅地の価額は、11｟評価の方式｠から 21―2｟倍率方式によ

る評価｠までの定めにより計算した価額の 100 分の 30に相当する価額によって評価す

る。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、

その私道の価額は評価しない。

参考 国税庁　タックスアンサー

◇No. 4623　農地の評価

農地の区分～市街地周辺農地の評価（省略）

参考 国税庁　タックスアンサー

問 7　セットバック済の土地とセットバック未了の土地の評価

27

問 7　セットバック済の土地とセットバック未了の土地の評価

次のようなセットバック済の土地とセットバック未了の土地についての評価方法は

どのようになるでしょうか。

１　以前自宅を建て替えた際に前面の道路幅員が 3mだったため 1mセットバックを

行いました（道路の反対側はセットバック済）【図 1】。セットバックを行った部分

は宅地として使えませんので評価しなくていいということでしょうか。なお、自宅

前の道は行き止まりとなっています。

２　市街化区域内に農地を保有しています【図 2】。この地域は宅地比準方式で農地

を評価します。所有している農地の前面道路の幅員は 3mで、建物を建築する場合

は 1mセットバックをする必要があります。ただ、当面農地として利用する予定で

建物を建てる予定はありません。この場合の評価はどうなるでしょうか。

【図 1】
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【図 2】
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第 1　評価単位
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